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新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
皆様には、ご壮健で良き新年をお迎えのことと心
からお慶びを申し上げます。
旧年中は、本会の運営・事業の推進につきまして、
ひとかたならぬご支援を賜り誠にありがとうございま
した。心より厚くお礼申し上げます。
さて、地域福祉を取り巻く環境は、経済情勢が激変
する中において、少子高齢化・核家族化の進展により、
高齢者や認知症の増加、孤独死や引きこもりなどの
社会的孤立、貧困等を背景とする生活困窮者の増大
など、深刻な生活課題が顕在化しております。こうした
問題への対応としては、公的制度に基づくサービスと
共に、地域住民が互いに支え合う地域づくりが大切になります。
本会としましては、支援の必要な方が住み慣れた地域で安心して暮らし続け
ることができるよう「生活支援研修会」等を開催し、多くの住民参加と専門職
とが連携した支援体制を構築しているところですが、今年においても市行政・
関係機関・団体・ボランティア等参加のもと、本会の基本理念である「地域の
人たちと共に考え、共に築き、共に歩む福祉社会を目指します」をより一層
推進してまいります。
新年においても、明るい地域社会実現のため、一層のご支援・ご協力を賜り
ますようお願い申し上げますとともに、皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し
上げまして新年のご挨拶といたします。

平川市社会福祉協議会

会長 外川三千雄

 

 



































・会 長 外 川 三千雄
・副 会 長 齋 藤 博 美 ・理 事 鎌 田 正 信
・副 会 長 清 藤 盛 正 ・理 事 小田原 喜佐夫
・常務理事 佐 藤 俊 英 ・理 事 松 井 靖 子
・理 事 髙 阪 盛 男 ・監 事 古 川 欽 一
・理 事 小山内 義 通 ・監 事 小田切 忠 一
・理 事 成 田 和 博 ・監 事 柴 田 幸 一
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平成27年度 平川市社会福祉協議会 会費実績

○ 一般会費 平成27年12月28日現在
町会名 世帯数 金 額 町会名 世帯数 金 額 町会名 世帯数 金 額 町会名 世帯数 金 額
大 光 寺 262 261,500円 新 館 99 99,000円 西 の 平 70 70,000円 日 沼 170 155,000円
本 町 376 360,300円 唐 竹 302 302,000円 光 城 215 201,540円 みなみの 95 92,500円
小 和 森 142 142,000円 広 船 204 193,300円 平 成 242 200,000円 駅 前 90 90,000円
荒 田 54 54,000円 小 国 46 46,000円 (町居)南田 25 25,000円 高 田 39 39,000円
杉 館 97 97,000円 葛 川 38 38,000円 金 屋 236 232,400円 山 の 上 42 42,000円
館山・松崎 139 139,000円 切 明 20 20,000円 南 田 中 317 288,085円 おかりや 21 21,000円
苗 生 松 82 60,000円 平 六 10 10,000円 李 平 157 157,000円 仲 町 29 31,000円
館 田 202 192,000円 温 川 4 4,000円 高 木 290 283,200円 下 町 39 39,000円
松 館 57 57,000円 井 戸 沢 15 15,000円 尾 上 185 180,600円 上 一 47 47,000円
柏 木 町 424 424,000円 大 木 平 13 13,000円 新 屋 町 154 149,750円 上 二 76 76,000円
大 坊 179 179,000円 一 本 木 17 17,000円 (猿賀)南田 61 63,500円 川 向 40 40,000円
原 田 122 112,500円 尾 崎 308 308,000円 猿 賀 327 320,600円 三 笠 40 40,000円
岩 館 101 101,000円 新 屋 346 346,000円 中 佐 渡 94 94,000円 いざよい 134 134,000円
石 郷 102 50,000円 平 田 森 128 125,000円 長 田 40 40,000円 古 懸 125 124,500円
向 陽 112 112,000円 町 居 347 302,300円 八 幡 崎 139 138,500円 久 吉 77 77,000円
三 町 会 115 110,000円 向 野 22 22,000円 新 山 90 89,500円
沖 館 196 194,500円 藤 野 105 86,200円 蒲 田 51 52,000円

合 計 世 帯 数 8,543世帯 金 額 8,226,275円

○ 特別会費（各3,000円）
町会名 世帯数 金 額

新 山 町 会 1 3,000円
猿 賀 町 会 1 3,000円
高 木 町 会 2 6,000円
みなみの町会 1 3,000円
新屋町町会 3 9,000円
南田中町会 1 3,000円
八幡崎町会 1 3,000円
いざよい町会 2 6,000円
山の上町会 1 3,000円
古 懸 町 会 1 3,000円
三 笠 町 会 1 3,000円
合 計 15世帯 45,000円

○ 企業・団体会費（一口3,000円）
有 限 会 社 三 照 堂 中田新聞販売店（下町町会） ㈲一戸施設工業（三笠町会）
平川市老人クラブ連合会 加藤米穀店（下町町会) 碇 ヶ関開発株式会社
津 軽 新 報 社（２ 口) 新しや商店（下町町会) イカリ食品工業（古懸町会）
東奥信用金庫尾上支店 ヘッチョ仕出し店(下町町会) 北 平 商 店（仲町町会)
㈱ 西 谷 造 花 店 ㈲白戸建設（山の上町会) 長 栄 堂（仲 町 町 会)
猿 賀 神 社 碇 ヶ 関 地 区 婦 人 会 白戸石油（仲町町会)
㈱ 夢 苺 の 家 碇ヶ関葬祭（高田町会) 碇ヶ関赤十字家庭看護法奉仕団
福島建具店（下町町会) ㈲ 関 建 設（久吉町会) 青い森信用金庫碇ヶ関支店

合 計 24団体 75,000円

合 計 8,346,275円

本会の会費納入にあたり、住民の皆様から多大なるご協力を賜り誠にありがとうございました。
皆様からの会費は、社会福祉協議会の運営や地域福祉事業に活用させていただいております。
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赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました。
平成27年10月１日からスタートしました「赤い羽根共同募金運動」は、市民の皆様および
関係団体のご理解とご協力により、多額の尊い寄付金が寄せられました。おかげさまで目標額
を超えることができました。
また、期間中、募金運動にご協力いただきました、各地域の町会関係者およびボランティア
の方々に深く感謝申し上げます。

募金総額 5,867,385円
目 標 額 5,710,000円
達 成 率 102.7％

○募金内訳
戸別募金 5,636,738円
職域募金 76,420円
募金箱 88,378円
街頭募金 42,553円
学校募金 23,296円

平成27年12月28日 現在
№ 地域 町会名 世帯数 金額 № 地域 町会名 世帯数 金額
1

平

賀

地

域

石 郷 100 50,000円 36 平
賀
地
域

光 城 227 150,094円
2 岩 館 100 79,150円 37 平 成 246 104,696円
3 柏木町 401 285,680円 38 （町居）南 田 55 27,500円
4 大 坊 175 140,000円 39

尾

上

地

域

金 屋 206 107,037円
5 向 陽 155 110,300円 40 南田中 321 164,218円
6 原 田 124 74,883円 41 李 平 150 70,000円
7 三町会 111 89,000円 42 高 木 297 153,153円
8 荒 田 54 43,200円 43 尾 上 190 113,930円
9 小和森 144 115,200円 44 新屋町 156 85,829円
10 杉 館 97 77,600円 45 （猿賀）南 田 57 28,580円
11 大光寺 275 224,500円 46 猿 賀 300 131,761円
12 館 田 200 155,000円 47 中佐渡 91 43,496円
13 館山・松崎 139 111,200円 48 長 田 40 20,064円
14 苗生松 80 40,000円 49 八幡崎 142 98,698円
15 松 館 57 30,000円 50 日 沼 155 80,255円
16 本 町 322 215,328円 51 蒲 田 51 37,920円
17 沖 館 198 156,300円 52 新 山 90 58,244円
18 小 国 42 29,160円 53 みなみの 100 48,705円
19 唐 竹 282 282,000円 54

碇

ヶ

関

地

域

駅 前 88 65,391円
20 切 明 20 15,900円 55 高 田 51 35,700円
21 葛 川 36 34,300円 56 山の上 42 21,000円
22 新 館 97 77,500円 57 下 町 43 21,500円
23 広 船 204 156,810円 58 三 笠 46 36,800円
24 新 屋 344 275,200円 59 川 向 61 30,500円
25 尾 崎 300 240,000円 60 いざよい 136 68,000円
26 平田森 125 119,100円 61 仲 町 33 16,500円
27 町 居 255 142,190円 62 おかりや 21 10,500円
28 平 六 8 8,000円 63 上 一 44 35,200円
29 温 川 3 2,400円 64 上 二 75 37,500円
30 井戸沢 15 12,000円 65 古 懸 121 95,030円
31 大木平 12 9,600円 66 久 吉 76 69,000円
32 一本木 18 14,400円 67 湯ノ沢 7 5,500円
33 向 野 22 17,600円 68 そ

の
他

法人 1 3,000円
34 藤 野 136 63,900円 69 個人 3 8,036円
35 西の平 70 56,000円 合 計 8,443世帯 5,636,738円
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みみみみみみみみんんんんんんんんななななななななでででででででで防防防防防
防防防ごごごごごごごごうううううううう

みんなで防
ごう高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者詐詐詐詐詐詐詐詐詐欺欺欺欺欺欺欺欺欺高齢者詐欺

一人暮らし、夫婦だけで暮らす高齢者世帯を狙った消費者トラブルが後を絶ちません‼
青森県の平成26年の特殊詐欺被害状況は、88件（前年比＋16件）、４億4,600万円
（前年比＋１億5,900万円）と大幅に増加しております。

振り込め詐欺に巻き込まれないためには
①相手より「電話番号が変わった」と連絡が来たら、必ず「以前の番号」にかけてみましょう。
②ご家族だけの「合言葉」を決めましょう。
③他人には絶対に「暗証番号」は教えないようにしましょう。
④警察や官公庁を名乗っても、「お金の話」が出たら疑いましょう。
⑤一方的に送られてきた連絡先には「連絡しない」ようにしましょう。
⑥「知っている会社を名乗っていても」安心せず、必ず確認しましょう。
⑦「融資を前提に現金を振り込ませる」ことはないので絶対に振り込まないようにしましょう。
⑧「携帯電話をもってＡＴＭへ」と言われたら、詐欺と疑いましょう。
⑨「振り込む前に・手渡す前に」ご家族や友人または消費者ホットライン（☎１８８※いやや！）に
相談しましょう。

その他の消費者トラブル被害にあわないためには
「訪問販売」「点検販売」「送りつけ商法」等さまざまな手口で、言葉たくみに近づいてきます。
最近ではマイナンバー制度に便乗した不審な電話等が全国的に発生しているとのことです。
被害にあわないためには、

☑戸をあける前に、身分・目的を確認する。
☑必要でないものは、はっきり断る。
☑うまい話、もうけ話はまず疑う。
☑契約は、その場で決めず家族や知人とよく相談する。
☑契約内容をよく確認し、疑問があるときは押印や署名をしない。
☑お金は、その場で支払わない。

ま と め
「一人暮らし」「高齢者世帯」の方々が詐欺に遭わないためには、高齢者ご本人が問題意識を高める
とともに、家族はもとより民生委員など、地域の関係者や介護などで携わっている介護職の方等と
連携をとって不審な行動・状況がないか気にかけ見守っていくことが大事です。
※追伸 「わたしは大丈夫!!だまされない!!」という「あなた」気を付けてください(^O^)

巻き込まれたら
不審な電話があった場合は迷わずに警察相談専用電話♯９１１０（全国共通）または最寄りの警察署まで

連絡してください。被害にあった場合は１１０番へ連絡してください。
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財財財財財財財財財財財財財財財財財財産産産産産産産産産産産産産産産産産産やややややややややややややややややや権権権権権権権権権権権権権権権権権権利利利利利利利利利利利利利利利利利利をををををををををををををををををを守守守守守守守守守守守守守守守守守守るるるるるるるるるるるるるるるるるる仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕組組組組組組組組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみみみみみみみ財産や権利を守る仕組み
人が生活していく様々な場面で必要となる「契約」という行為。物を買うにも、就職するにも、サービス
を使うにも、施設に入るにも契約は必要となります。こうした契約に不可欠なものが「判断能力」です。
我々が１年間頑張った証として得る年齢は、重ねることにより認知症を発症したり、また精神
障害や知的障害といった様々な要因から、自己の判断が契約や財産等の管理に不利益をもたらす
場合も想定されます。
こうした判断能力が不十分な方々の権利と財産を守る制度として成年後見制度を紹介します。

○成年後見制度とは

高齢･障がいなどにより、自分で十分な判断を行うことができない方の財産や権利を守る
制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の２つの種類があり、法定後見制度には、
判断能力に応じて３つの類型があります。

後見類型
判断能力がほとんどありません。

保佐類型
常に援助が必要です。

補助類型
援助が必要な場合があります。

法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方の財産や
権利を守る制度です。

任意後見制度

将来の不安に備える制度です。

成
年
後
見
制
度

※任意後見制度の詳細は、お問い合わせください。

○成年後見制度の利用の仕方

成年後見制度の利用については、本人・配偶者・４親等内の親族・市区町村長などが、家庭
裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の審理を経て、成年後見人等に最も適切と思われる人（親族、
弁護士等の専門職）や法人（NPO法人、社協等）が選任されます。

○申立てから後見開始までの期間

利用者本人の状況に応じて異なりますが、申立てから後見の開始までは概ね３ヶ月前後の
期間がかかります。

○受けられる支援内容

支援する人（成年後見人・保佐人・補助人）が、本人の意思を尊重しながら心身の状態や生活
状況に配慮し、本人に代わって契約などを行ったり［代理権］、本人が行った不利益な契約などを
取消す［同意権・取消権］など、本人を保護し、支援します。

○成年後見の費用

どの類型で申立てるかにもよりますが、印紙や切手、審判請求手数料、医師の鑑定や診断書
などで10万円前後の費用がかかります。
また、後見が開始されれば、成年後見人に対して、本人の支払い能力に応じて妥当な報酬を
家庭裁判所が決定します。
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後見人の仕事 ～財産管理と身上監護があります～

◆財産管理とは・・・
本人の資産や負債、収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を
計画的に行いつつ、資産を維持しておくことです。

・権利証や通帳など証書類の保管
・不動産などの財産の管理、保存、処分など
・銀行や郵便局などの金融機関との取引
・収入（年金、給与、預貯金、生命保険など）、
支出（公共料金、住宅ローン、税金、保険料など）の管理
・遺産相続、各種行政上の手続き

◆身上監護とは・・・
介護契約や施設入所契約など本人の身上の世話や療養看護に関することです。

・アパートなど本人の住居の確保に関する契約締結、費用の支払い
・受診、治療、入院に対する契約締結、費用の支払いや、医師からの治療法などの説明を
受ける際の同席

・老人ホームなどの施設の入退所、介護サービスなどに関する本人との話し合い、情報収集、
契約締結、費用の支払い、施設や介護サービスにおける処遇の監視と異議申し立て
・介護保険などの社会保障給付の利用手続き
・教育やリハビリテーションに関する契約締結、費用の支払い
※できないこともあります。
・毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護
・アパート等賃貸契約の保証人
・入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人
・病気やけがの治療や手術・臓器提供についての同意
・本人の本質的な意思が必要な権利（遺言、養子、認知、結婚、離婚 等）

 

 





















成年後見制度の詳細については、平川市社協に設置してある「成年後見サポート
センター」にご相談下さい。
また、平川市社協では次ページによりセミナーを開催いたしますので興味のある
方は是非ご参加下さい。
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第第第第第第第第第２２２２２２２２２回回回回回回回回回権権権権権権権権権利利利利利利利利利擁擁擁擁擁擁擁擁擁護護護護護護護護護ととととととととと成成成成成成成成成年年年年年年年年年後後後後後後後後後見見見見見見見見見セセセセセセセセセミミミミミミミミミナナナナナナナナナーーーーーーーーー開開開開開開開開開催催催催催催催催催案案案案案案案案案内内内内内内内内内第２回権利擁護と成年後見セミナー開催案内
＜内容＞

『事例から学ぶ！ 成年後見制度』
判断能力が低下したときに、財産をうまく活用し、その人らしく生活していく
ことを支援する制度が成年後見制度です。成年後見制度をわかりやすく学びま
せんか？

＜日 時＞ 平成28年２月12日（金）13：30～15：00

＜場 所＞ 平川市健康センター 会議室

＜講 師＞ 青森県司法書士会 藤本祥平氏（藤本司法書士事務所)

＜参加費＞ 無料

○セミナー参加・各種問い合わせ先○
平川市成年後見サポートセンター(平川市社会福祉協議会内)

地域福祉課 ☎44-5937 88-7066
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平賀児童館

・一輪車クラブ（学年毎に週５回 月～木、土）
かわいい衣装を着るために、頑張って練習しています。

・お茶クラブ（第４土曜日）
正座が長くできるようになります。

・制作クラブ（月１～２個制作）
毎日、空き箱を利用したロボット作りに励んでます。

27.11 制作クラブ「ポンポンマスコット」

尾上児童館

・おたのしみクラブ（月１～２回）
ゲーム遊びをしたり、簡単おやつ作りをしています。

・チャレンジクラブ（年６～７回）
ランチ作りなどの簡単クッキングにもチャレンジ。

27.9.26 チャレンジクラブ「万華鏡作り」

＜平賀児童館＞
27.11.15 おやつ作り
「ねえ、何枚食べれる？」

＜尾上児童館＞
27.10.17 秋の館外活動
「紅葉がとってもきれい！」
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世帯の中で学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学等に修学する方がいる
場合、必要な経費の貸付を行っております。
また、すでに在学している子供さんがいて家庭の生活状況が変わった場合は、年度途中であっても

受付をいたします。
ただし、他制度優先のため、日本学生支援機構等の貸付制度が受けられない方が対象となります。
詳細について、下記の表をご覧下さい。
※申込用紙等の書類は、平川市社会福祉協議会各事業所にありますのでご相談下さい。

本貸付制度の詳細については、担当課までご相談下さい。
平川市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ８８－７０６６
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善 意
平成27年８月から平成27年12月までに善意を寄せられた方々に厚くお礼を申し上げます。（敬称略）

〈個 人〉
工 藤 忠（柏木町） ５００，０００円
葛 西 勉（館田） １０，０００円
小山内 たけし（大光寺） ３０，０００円

〈団 体〉
平川市商工会 会長 小山内柳一 ２６，３０８円
平川市花の会 会長代理 葛西 勉 １８，６５８円
平川市老人クラブ連合会 会長 髙阪盛男 １８８，３８０円
平川市農業委員会 会長 古川寛三 ３１，４００円
尾上総合高校美術部 ４，９８０円
東奥信用金庫尾上支店合同貯金会 代表 西谷俊一 ３５，７０９円

〈物品寄贈〉
木 村 金 光（古懸） トロミアップ２ｋｇ １袋
中 山 弘（みなみの） 昆虫図鑑・魚図鑑・星と星座図鑑 各１冊
齋 藤 の り（南田中） プルタブ ４．０㎏
葛 西 浩（高木） プルタブ ０．８㎏
白 戸 キ ミ（八幡崎） 座布団 ５枚
花 岡 喜代作（山の上） プルタブ ５．３㎏
ヒロ歌謡企画 代表 山中 洋 車イス １台
蓮乗院 住職 村田祖澄 米 ２５０㎏

※ペットボトルキャップの受付は終了しました。

東奥信用金庫尾上支店 合同貯金会 尾上総合高校美術部
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社会福祉法人 平川市社会福祉協議会

編集と発行

◦事 務 局 平川市柏木町藤山16－1(平川市健康センター内)
E-mail:hirakawashi@hirasyakyo.org
TEL44－5937 地域福祉課直通 88－7066 FAX44－4574
URL:http://www.hirasyakyo.org/

◦平賀事業所 平川市柏木町藤山16－1(平川市健康センター内)
TEL44－5907 FAX44－4574

◦尾上事業所 平川市猿賀南田96－3(平川市尾上地域福祉センター内)
TEL57－5311 FAX57－5313

◦碇ヶ関事業所 平川市碇ヶ関三笠山120－1(平川市碇ヶ関地域福祉センター内)
TEL45－2725 FAX45－2782

この広報紙は、皆様の会費と赤い羽根共同募金の配分金で作成されました。

平成28年１月15日発行


